
消防法（抄） 

（昭和２３年７月２４日法律第１８６号） 

 

最終改正：平成２７年９月１１日法律第６６号 

 

 

第１７条（消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外） 

 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火

対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供

する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。）につい

て消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定

める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。 

② 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の

基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し

難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令

又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。 

③ 第１項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規

定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消

防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等（以下「特殊消防用設備等」

という。）であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総

務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画

（以下「設備等設置維持計画」という。）に従つて設置し、及び維持するものとして、総

務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等（それに代えて当該認

定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。）については、前２項の規定は、

適用しない。 

 

第１７条の２の５（適用除外） 

 第１７条第１項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命

令又は同条第２項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第１

項の防火対象物における消防用設備等（消火器、避難器具その他政令で定めるものを除

く。以下この条及び次条において同じ。）又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しく

は模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合

しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合にお

いては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。 

○２ 前項の規定は、消防用設備等で次の各号のいずれかに該当するものについては、適



用しない。 

１ 第１７条第１項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく

命令又は同条第２項の規定に基づく条例を改正する法令による改正（当該政令若しく

は命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する政令若しくは命令又は条例

を制定することを含む。）後の当該政令若しくは命令又は条例の規定の適用の際、当該

規定に相当する従前の規定に適合していないことにより同条第１項の規定に違反して

いる同条同項の防火対象物における消防用設備等 

２ 工事の着手が第１７条第１項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくは

これに基づく命令又は同条第２項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の後であ

る政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る同条第１項の防

火対象物における消防用設備等 

３ 第１７条第１項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく

命令又は同条第２項の規定に基づく条例の規定に適合するに至つた同条第１項の防火

対象物における消防用設備等 

４ 前３号に掲げるもののほか、第１７条第１項の消防用設備等の技術上の基準に関す

る政令若しくはこれに基づく命令又は同条第２項の規定に基づく条例の規定の施行又

は適用の際、現に存する百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物（政令で

定めるものに限る。）その他同条第１項の防火対象物で多数の者が出入するものとして

政令で定めるもの（以下「特定防火対象物」という。）における消防用設備等又は現に

新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の特定防火対象物に係る消

防用設備等 

 

第１７条の３（用途変更の場合の特例） 

 前条に規定する場合のほか、第１７条第１項の防火対象物の用途が変更されたことに

より、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同

条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条

第２項の規定に基づく条例の規定に適合しないこととなるときは、当該消防用設備等に

ついては、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該用途が変更される前の

当該防火対象物における消防用設備等の技術上の基準に関する規定を適用する。 

② 前項の規定は、消防用設備等で次の各号の１に該当するものについては、適用しない。 

１ 第１７条第１項の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当

該防火対象物における消防用設備等に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に

関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第２項の規定に基づく条例の規定に適

合していないことにより同条第１項の規定に違反している当該防火対象物における消

防用設備等 

２ 工事の着手が第１７条第１項の防火対象物の用途の変更の後である政令で定める増



築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る当該防火対象物における消防用設

備等 

３ 第１７条第１項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく

命令又は同条第２項の規定に基づく条例の規定に適合するに至つた同条第１項の防火

対象物における消防用設備等 

４ 前３号に掲げるもののほか、第１７条第１項の防火対象物の用途が変更され、その

変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合における当該特定防火対象物におけ

る消防用設備等 

 

第１７条の３の２（消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査） 

 第１７条第１項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係

者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第２項の規定に基づく条例で

定める技術上の基準（第１７条の２の５第１項前段又は前条第１項前段に規定する場合

には、それぞれ第１７条の２の５第１項後段又は前条第１項後段の規定により適用され

ることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。）又は設備等設置維

持計画に従つて設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等（政令で定

めるものを除く。）を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長

又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。 

 

第１７条の３の３（消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告） 

 第１７条第１項の防火対象物（政令で定めるものを除く。）の関係者は、当該防火対象

物における消防用設備等又は特殊消防用設備等（第８条の２の２第１項の防火対象物に

あつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能）について、総務省令で定めると

ころにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免

状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のも

のにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 

 

第１７条の４（消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令） 

 消防長又は消防署長は、第１７条第１項の防火対象物における消防用設備等が設備等

技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の

関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、

又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 

② 消防長又は消防署長は、第１７条第１項の防火対象物における同条第３項の規定によ

る認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持さ

れていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該

設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置を



なすべきことを命ずることができる。 

③ 第５条第３項及び第４項の規定は、前２項の規定による命令について準用する。 

 

第１７条の５（消防設備士） 

 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用

設備等の工事（設置に係るものに限る。）又は整備のうち、政令で定めるものを行つては

ならない。 

１ 第１０条第４項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならな

い消防用設備等 

２ 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等 

 

第１７条の６（消防設備士の免状の種類） 

 消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。 

② 甲種消防設備士免状の交付を受けている者（以下「甲種消防設備士」という。）が行う

ことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者（以下

「乙種消防設備士」という。）が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免

状の種類に応じて総務省令で定める。 

 

第１７条の７（消防設備士の免状の交付資格） 

 消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。 

② 第１３条の２第４項から第７項までの規定は、消防設備士免状について準用する。 

 

第１７条の１０（消防設備士講習） 

 消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事（総務大臣が指定する市

町村長その他の機関を含む。）が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受

けなければならない。 

 

第１７条の１２（消防設備士の責務） 

 消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければ

ならない。 

 

第１７条の１３（消防設備士の免状の携帯義務） 

 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければなら

ない。 

 



第１７条の１４（工事着工の届出） 

 甲種消防設備士は、第１７条の５の規定に基づく政令で定める工事をしようとするとき

は、その工事に着手しようとする日の十日前までに、総務省令で定めるところにより、工

事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出な

ければならない。 

 

第４章の２ 消防の用に供する機械器具等の検定等 

第２１条の２（検定） 

 消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防

火薬品（以下「消防の用に供する機械器具等」という。）のうち、一定の形状、構造、材

質、成分及び性能（以下「形状等」という。）を有しないときは火災の予防若しくは警戒、

消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、そ

の使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があ

ると認められるものであつて、政令で定めるもの（以下「検定対象機械器具等」という。）

については、この節に定めるところにより検定をするものとする。 

② この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省

令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 

③ この節において「型式適合検定」とは、検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受

けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令

で定める方法により行う検定をいう。 

④ 検定対象機械器具等は、第２１条の９第１項（第２１条の１１第３項において準用す

る場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による表示が付されているものでなけ

れば、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち

消防の用に供する機械器具又は設備は、第２１条の９第１項の規定による表示が付され

ているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならな

い。 

 

第４１条（罰則） 

 次のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

１ ～ ４ 略 

５ 第１７条の４第１項又は第２項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊

消防用設備等を設置しなかつた者 

６ 第２１条の２第４項、第２１条の９第２項（第２１条の１１第３項において準用す

る場合を含む。）、第２１条の１６の２又は第２１条の１６の３第２項の規定に違反し

た者 

７ 略 



② 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

 

第４２条 

 次のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

１ 第８条第３項（第３６条第１項において準用する場合を含む。）の規定による命令に

違反した者 

２ 第１１条第１項の規定に違反した者 

３ 第１１条第５項の規定に違反した者 

４ 第１２条の２第１項又は第２項の規定による命令に違反した者 

５ 第１２条の３第１項の規定による命令又は処分に違反した者 

６ 第１３条第１項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者 

７ 第１３条第３項の規定に違反した者 

８ 第１４条の２第１項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は

同条第３項の規定による命令に違反した者 

９ 第１６条の３第３項又は第４項の規定による命令に違反した者 

１０ 第１７条の５の規定に違反した者 

１１ 第２５条第３項（第３０条の２及び第３６条第８項において準用する場合を含む。）

の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚

偽の情報を提供した者 

② 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

 

第４４条 

 次のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金又は拘留に処する。 

１～１０ 略 

４ 第１４条の３第１項若しくは第２項又は第１７条の３の２の規定による検査を拒み、

妨げ、又は忌避した者 

５～７ 略 

８ 第８条第２項（第３６条第１項において準用する場合を含む。）、第９条の３第１項（同

条第２項において準用する場合を含む。）、第１１条第６項、第１１条の４第１項、第１

２条の６、第１２条の７第２項、第１３条第２項、第１７条の３の２又は第１７条の１

４の規定による届出を怠つた者 

９～１０ 略 

１１ 第８条の２の２第１項（第３６条第１項において準用する場合を含む。）又は第１７

条の３の３の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

１２ 第１７条の４第１項又は第２項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊

消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者 



１３～２３ 略 

 

第４５条（両罰規定） 

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

１ 第３９条の２の２第１項、第３９条の３の２第１項又は第４１条第１項第７号 １

億円以下の罰金刑 

２ 第４１条第１項第３号又は第５号 ３０００万円以下の罰金刑 

３ 第３９条の２第１項若しくは第２項、第３９条の３第１項若しくは第２項、第４１

条第１項（同項第３号、第５号及び第７号を除く。）、第４２条第１項（同項第７号及

び第１０号を除く。）、第４３条第１項、第４３条の４又は前条第１号、第３号、第１

１号、第１２号若しくは第２２号 各本条の罰金刑 
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